






　農業委員会では 5月から 7月にかけて、農地法に

基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員が、タ

ブレット端末を利用して市内農地の利用状況調査を

実施しました。GPS 機能や航空写真を活用すること

で、現在位置や農地の場所の特定がしやすくなり、

調査の効率化につなげる事が出来ました。

　現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地は、

遊休農地として判定されます。

　調査の結果、新たに遊休農地と判定された農地の所有者には、「利用意向調査書」を送付しますので、

調査書が届いた場合は、添付の資料をご確認の上、回答にご協力をお願いします。

　10月８日（土）に北区会場、15日（土）に緑区会場において、農業委員と

農地利用最適化推進委員が菜の花の種まきを行いました。

　これは、農業者の高齢化や担い手不足等により耕作されない遊休農地の解消

の一助とするとともに、景観作物（菜の花）により都市住民とのふれあいの場

の提供にも寄与しようとするものです。
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●�日頃から、除草・耕うん・作付けなど、農地を適正に維持管理していくことが大切です。

●�雑草等が繁茂している農地がありますと、病害虫等の温床となり、近隣住民や農地の作物にも被害を及ぼ

すことが考えられます。

●�耕作するのが難しい方や後継者がいなく将来の農地の維持管理に不安のある方は、地域の農業委員や農

地利用最適化推進委員にご相談ください。また、農地中間管理事業を活用する方法をご検討ください。

　（詳しくは６ページへ）
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農地の所有者の皆さまへ !!



（１）地域農業の実情を考慮して、効率的な農業経営が営めるよう、基盤整備による農地の大区画化や

道路・用排水路等の農業環境の整備を進めること。

（２）担い手の発掘・確保について、JA と連携を図るとともに、農業経営の支援として、農業用機械

及び農業用施設の購入経費を補助する認定農業者支援対策事業を拡充すること。更に、女性農業者

の増加が見込まれる施策を展開すること。

（３）農地中間管理事業の制度についてチラシ、ホームページ等での更なる周知を図ること。また、農地

中間管理機構と認定農業者及び認定農業者を目指す農業者との意見交換の機会を設け、担い手への集

積・集約化を効率的に進めること。

（４）農業法人に対して、税制面での優遇措置及び更なる助成金の拡充等を国に強く働きかけること。

（５）人・農地プランの法定化に伴い、JA や関係機関とより一層連携して制度の周知及び説明会を開

催し、地域の実情に合った支援を行うこと。

（１）遊休農地解消を支援するため、農地への回復に係る費用負担に対する補助制度や多面的機能支払

交付金制度の拡充などを検討すること。

（２）高齢化により農業を継続できなくなった農家や農地を相続した土地持ち非農家のサポート体制を

強化するため、JA と連携し相談窓口の設置や個別相談会を開催すること。

（３）遊休化した農地や借り手の決まっていない農地について、利用意向調査の結果、農地中間管理機

構への貸し付けを希望した農地について中間管理権の設定が行われるよう関係機関へ働きかけること。

　農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進を

より効率的に実施するため、令和 4年 9月 29 日、

清水勇人市長に「農地等利用最適化推進施策に関

する意見」を提出しました。

（市長への意見提出の様子）

右から、清水市長、西形会長、

石川・本田会長職務代理者

令和５年度市に対する
「農地等利用最適化推進施策に関する意見」の提出

担い手への農地利用の集積・集約化について1

遊休農地の発生防止・解消について2
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（１）新規就農者に必要な農業用機械・施設・作業場などの調達を支援するため、共同利用、リース、

譲渡がしやすい仕組みを構築するとともに、調達の費用負担に係る補助制度を強化すること。

（２）新規就農を希望する人に対し、自立可能なモデルケースの提示及び相談窓口の設置や支援・補

助制度の積極的な PR を行うこと。また、学校等の教育現場で農業体験を交えて、農業の大切さ

を広く周知して将来の担い手の育成を図ること。

（３）農業後継者や新規就農者が安定した農業経営を図れるよう、市や JA が連携して技術指導や研

修制度を充実させること。更に、販路の確保を支援すること。また、新規就農者の育成に貢献し

ている研修先の指導農家には特に手厚い支援策を講じること。

（１）見沼田圃は、台風等の降雨時に市街地への冠水を防止するため、遊水機能を有しているが、その

大半は個人所有の財産であることから、遊水機能を個人の財産に依存するのではなく、河川改修や

調節池を早期に整備すること。

（２）公有地として埼玉県が買取を行うには一定の条件が必要となるが、近年での買取実績はほとんど

無く、公有地化が進んでいない状況であることから、荒廃農地化の抑制や個人の財産に依存しない

遊水機能を確保するための取組として、公有地化を積極的に推進すること。

（３）見沼田圃は全体で約 1,260 ヘクタールの大規模な緑地等の空間で、貴重な緑地空間として保全す

べきものであるが、道路を隔てて市街化区域となる縁辺部においては、宅地化が進み、遊水機能を

有していない地域もあり、合理的な土地活用が必要なことから、緑地等を保全すべき場所と宅地

化して遊水機能を有していない地域を改めて見直し、見沼田圃区域の再編成について県と協議す

ること。

（４）「見沼田圃の土地利用の基準の取扱い要綱」では、「農地」、「公園」、「緑地」等の土地利用に制限

があり、農家の高齢化や後継者不足とともに、近隣の市街化を踏まえ、土地利用の見直しを望む土

地所有者が増加していることから、縁辺部に存する第 2 種農地及び第 3 種農地のうち、遊水機能を

有していないと認識できる農地は例外的に農地転用を認めることについて県に働きかけること。

（１）学校給食での米の消費拡大や米粉の利用など、有効な施策を検討すること。

（２）国際情勢の変化により農業用資材、肥料、燃料等の価格が高騰しているため、農産品の生産コス

トを減らす新たな補助制度を創設すること。

新規参入の促進について3

見沼田圃に係る要望4

その他について5
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　農地の貸し借りには、農地中間管理機構（以下「機構」という。）による農地中間管理事業を活用

する方法や農業経営基盤強化促進法により利用権を設定する方法などがあります。

　高齢のため農地を耕作するのが難しい方や後継者がいないために将来の農地の維持管理が心配な方

などは、検討してみてはいかがでしょうか。

●�農地中間管理事業とは、機構が、農地を貸したい人から借り入れ、規模拡大を目指す担い手農業者に

貸し付ける事業です。

●対象農地は、市街化区域以外の農地です。また、埼玉県の場合は、借り手のいる農地のみを機構が借り受けます。

●借受けは、原則として、６年以上です。

●�貸付期間満了後にはトラブルの心配もなく、確実に農地が戻ります。

●�契約期間中に耕作できなくなった場合には、機構が市、農業委員会と連携して他の耕作者を探します。

（機構が次の耕作者を見つけるまでの間、最長２年間は農地の管理を行います。）

●�自分がリタイアするときに備えて、農地を機構に預けて自ら借り受ける保険的な利用が可能です。

●現在貸し付けている農地が返されても困らないように、農地中間管理事業に切り替えることが可能です。

●�地域単位で農地中間管理事業に取り組むと、1.0～ 2.8 万円 /10aの協力金が地域に交付されます。

農地中間管理事業の活用

●�貸借期間は、貸し手と借り手の話し合いにより自

由に設定できます。

●�貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係が消滅

し、確実に貸し手に農地が返還されます。

　その場合には離作料を支払う必要はありません。

●�貸借期間中は安心して耕作ができます。

●�継続して貸借を希望する場合は、再び利用権を設

定することもできます。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定

問合せ
農業振興課
 829-1805   829-1966

貸し手 借り手

●経営規模縮小を考えている方

●農業経営のリタイアを考えている方

●�経営規模拡大を

目指す方

●�新規に農業参入

を目指す方

貸付け 貸付け

問合せ
農業政策課　  829-1378   829-1944
農業振興課　  829-1805   829-1966

農地を貸したい人
農地中間管理機構
（埼玉県農林公社）

農地を借りたい人

農地の安心な貸し借りをお考えの方へ
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★農地転用とは？

　農地を住宅、資材置場、駐車場等の用途に変更することです。

　農地転用するには、許可申請又は届出の手続きが必要です。

★手続きをせずに無断で農地転用すると？

　農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の措置命令がなされる場合があります。

　また、農地に復元するには相当の費用と時間がかかります。

　なお、農業用施設を設置する際にも、許可や届出が必要になります。設置の際はご相談ください。

★違反転用には厳しい罰則が…

　無断で農地転用すると、３年以下の懲役又は 300万円以下の罰金の適用を受ける場合があります。

やめよう! 農地 の 違反転用

STOP

業者等から農地以外の用途として使わせて欲しいと頼まれ、了承した後に農地への大量の土

砂を堆積されてしまうという事例が発生しています。

「農地を使わせて欲しい」という業者にご注意ください！

不審に思った方は、地域の農業委員又は農地調整課までご相談ください。

○�契約書等に簡単に署名せず、はっきり断るこ
とが大事です。
○�耕作していない農地だから大丈夫、と簡単に
考えてしまうと、後々取り返しのつかないこ
とになってしまいます。

長年使われていない農地

草が生い茂り、手入れがされていない農地

すでに土砂が積まれ山になっている農地

狙われるのはこんな農地 被害にあわないために
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業者はもちろん土地所有者も

責任を問われます

放置すると周辺の農地にも

被害を与える恐れがあります

農地法違反は３年以下の懲役

又は 300 万円以下の罰金の

適用を受ける場合があります

一度堆積されたら
復元は困難です

自衛が重要！

農地調整課　  829-1903　  829-1966問合せ


